
【病院局規程】

島根県病院局職員の給与に関する規程の一部改正 ２

島根県病院局職員就業規程の一部改正 ２

【正 誤】

平成26年３月31日付け島根県報号外第61号中 （病 院 局） ２
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島 根 県 病 院 局 管 理 規 程

島根県病院局管理規程第３号

島根県病院局職員の給与に関する規程（平成19年島根県病院局管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

平成29年３月31日

島根県病院事業管理者 中 川 正 久

第５条の次に次の１条を加える。

（扶養手当）

行政職給料表の適用を受ける職員でその職務第５条の２ 条例第７条第１項ただし書に規定する管理者が定める職員は、

の級が９級であるものとする。

附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

島根県病院局管理規程第４号

島根県病院局職員就業規程（平成19年島根県病院局管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

平成29年３月31日

島根県病院事業管理者 中 川 正 久

第13条第１項第４号中「第６条の４第１項」を「第６条の４第２号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のう

ち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」を削る。

附 則

この規程は、平成29年４月１日から施行する。

正 誤

平成26年３月31日付け島根県報号外第61号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

ページ 行 誤 正

３ 上から20 別表第７の５級の項中「※副看護師長」 別表第７の５級の項中「※副看護師長」

を「副看護師長」に改め、同表の備考中 を「副看護師長」に改め、同表の備考中

「この表中※印の付された職」を「副看護 「この表中※印の付された職」を「副看護

師長」に改める。 師長」に改める。

別表第８の２中

「 「

29 28

29 28

29 29

30 29

30 29

30 30

31 30

31 30
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31 を 31 に、

32 31

32 31

32 32

33 32

33 32

34 33

34 33

35 33

」 」

「 「

49 48

49 48

49 49

50 49

50 49

50 49

51 49

51 50

51 を 50 に、

52 50

52 50

52 50

53 51

53 51

54 51

54 51

55 51

」 」

「 「

43 42

43 42

44 43

44 43

45 43

45 43

46 44

46 44

47 を 44 に改める。

47 44

48 45

48 45
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49 45

49 45

50 46

50 46

51 47

」 」
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